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令和３年度  利用者負担徴収基準額表（保育料月額）

◆１号認定こども　【教育時間認定】 ◆２号・３号認定こども【保育認定】

　（認定こども園の教育利用） （保育所・認定こども園の保育利用）

国 伊佐市 国 伊佐市 国 伊佐市 国 伊佐市

1 A 0 0 0 0 0 0 0 0

ひとり親等 0 0 0 0 0 0 0 0

上記以外 0 0 0 0 0 0 0 0

ひとり親等 9,000 6,500 9,000 6,400 0 0 0 0

上記以外 19,500 14,000 19,300 13,800 0 0 0 0

ひとり親等 9,000 7,000 9,000 7,000 0 0 0 0

上記以外 19,500 17,000 19,300 16,800 0 0 0 0

ひとり親等 9,000 7,000 9,000 7,000 0 0 0 0

上記以外 30,000 22,000 29,600 21,700 0 0 0 0

ひとり親等 9,000 7,000 9,000 7,000 0 0 0 0

上記以外 30,000 25,000 29,600 24,600 0 0 0 0

Ｄ2 30,000 25,000 29,600 24,600 0 0 0 0

Ｄ3 30,000 29,500 0 0

Ｄ4 35,000 34,500 0 0

Ｄ5 41,000 40,400 0 0

Ｄ6 46,000 45,300 0 0

7 Ｄ7 80,000 55,000 78,800 54,100 0 0 0 0

8 Ｄ8 104,000 71,000 102,400 69,800 0 0 0 0

※令和元年１０月より教育認定児童、及び４月１日現在で３歳以上の保育認定児童については保育料が無償化されました。

※無償化対象の児童についても副食費の免除対象判定のため階層の認定は行われます。副食費については年収３６０万円未満相当世帯

　については国の制度により全額免除。それ以外の世帯については月額４，５００円を上限に伊佐市が助成します。

※ひとり親等とは、ひとり親世帯等、在宅障害児（者）のいる世帯（Ｄ２までの保育料を低く設定）

※２子目は半額、３子目は無料（小学校就学前の範囲でカウントします。）

※世帯市民税所得割57,700円未満のひとり親等以外の世帯は、年齢制限なしで子をカウントします。

※ひとり親等世帯の２子目は無料（年齢制限なしで子をカウント）

【保育料算定例】

　　

階層区分
（国・市共通）

国基準 市基準 国階層
区　分 市階層区分

２号認定（３歳以上）

標準時間 短時間 標準時間 短時間

３号認定（３歳未満）

2 Ｂ
市民税
非課税世帯

2
市民税
非課税世帯

ひとり親等 0 0

3

Ｃ1

1 生活保護世帯 0 0
生活保護世帯

市民税
均等割額のみ

上記以外 0 0

Ｃ2
市民税所得割
48,600円未満

3
市民税所得割
77,100円以下

ひとり親等 0 0

Ｄ1
所得割
72,800円未満

上記以外 0 0

Ｄ2
所得割
77,101円未満

所得割
 211,200円以下

0 0

4

所得割 97,000円未満

5
所得割
 211,201円以上

0 0 5
所得割 133,000円未満

4

6
所得割 235,000円未満

61,000 60,100 0 0
所得割 301,000円未満

所得割 397,000円未満

所得割 397,000円以上

44,500 43,900 0 0
所得割 169,000円未満

（例１）
①認定こども園の教育利用

②世帯構成 入所児童３歳児（年少）

小学２年の兄

父・母

③市民税所得割 200,000円

（保護者合算）

◆１号認定（教育時間認定）

◆階層は４階層

◆小学３年までの児童でカウントする。

１子目 小学２年の兄

２子目 ３歳児

◎保育料は、

３歳児 ⇒ ０円（保育料無償化対象）

（例２）
①認定こども園の保育利用（標準時間）

②世帯構成 入所児童 ５歳児

入所児童 ２歳児

入所児童 ０歳児

小学３年の兄

父、母

③市民税所得割 90,000円（57,700円以上）

（保護者合算）

◆５歳児は２号認定・０歳及び２歳児は３号認定

（ともに保育認定）

◆階層はＤ２階層

◆就学前児童でカウントする。

１子目 ５歳児

２子目 ２歳児

３子目 ０歳児

◎保育料は、

５歳児 ⇒ ０円（保育料無償化対象）

２歳児 ⇒ １２，５００円

（25,000円の半額）

０歳児 ⇒ ０円（第３子のため無料）

（例３）
①認定こども園の保育利用（標準時間）

②世帯構成 入所児童 ５歳児

入所児童 ２歳児

小学３年の兄、

父、母

③市民税所得割 50,000円（57,700円未満）

（保護者合算）

◆５歳児は２号認定・２歳児は３号認定

（ともに保育認定）

◆階層はＤ１階層

◆所得割57,700円未満の世帯

◆年齢制限なしで、小学３年の兄からカウントする。

１子目 小学３年の兄

２子目 ５歳児

３子目 ２歳児

◎保育料は、

５歳児 ⇒ ０円（保育料無償化対象）

２歳児 ⇒ ０円（第３子のため無料）

◆３人目の子ども（高校生以下の範囲）が入所する場合の保育料軽減について◆

高校生以下で３人目以降の子どもの保育料は次のとおり軽減をしています。

①県多子軽減制度により、Ｄ１階層とＤ２階層の子どもについて、保育所等に入所する１人目は１／３、同時入所の２人目

は１／２の軽減をおこなっています。

②さらに所得制限なしで、伊佐市が独自に保育料を無料化して多子世帯の軽減を図っています。

※県多子軽減制度による軽減対象者も伊佐市の第３子無料化により、保育料無料になります。

参 考



父 母

常勤（正職員） 7 7

月120時間以上勤務 6 6

月84時間以上勤務 5 5

月４８時間以上勤務 4 4

事業主 7 7

月120時間以上就労 5 5

月48時間以上就労 3 3
月120時間以上就労 5 5
月48時間以上就労 3 3

月20日以上 3 3
月15日以上20日未満 2 2

月12日以上15日未満 1 1

30分を超える場合 1 1

10 10

入院 10 10

常時仰臥 10 10

精神・感染症等 9 9

一般療養（保育に欠ける場合） 8 8

身体障害者手帳１・２級　療育手帳Ａ　精神福祉手帳１級（保育に欠ける場合） 9 9

身体障害者手帳等３級以下　療育手帳Ｂ　精神福祉手帳２級（保育に欠ける場合） 7 7

常時 10 10
月10日以上（48Ｈ以上） 6 6

心身障がい児・者在宅介護 9 9
高齢者等在宅介護（寝たきり・認知症等） 9 9

月20日以上（96Ｈ以上） 8 8

月10日以上（48Ｈ以上） 6 6

一般在宅療養・介護（月４８Ｈ以上） 6 6

10 10

2 2

定時制・通信制除く 9 9

発達支援委員会が決定した場合 10 10

ひとり親世帯

社会的養護を必要とする場合

認可保育施設の従事者

兄弟姉妹が同一の保育所等の利用を希望する場合

子どもが障がいを有する場合

入所申込み時点で療育を利用している場合

育児休業明け

入所希望児が双子以上の場合

入所申込み時点で認可外保育施設を利用している場合

生活保護世帯（就労など自立支援につながる場合）

生活中心者の失業により就労の必要性が高い場合

不就労の同居親族等がいる（65歳未満） -1 -1

保護者の勤務先が自営業で雇主が血族・姻族の場合 -1 -1

保育料の滞納がある場合

※新規入所希望者の方は、この表を基準として入所の優先順位を決定します
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